
 

 協議番号 ６１ 

                 秦荘町・愛知川町合併協議会 調整方針 
協定項目番号 ２５－１３ 協定項目名 商工労働・観光関係事業の取扱いについて 

 
 
 
調整方針 

 

 
１． 商工振興における金融対策については、現行どおり新町に引き継ぐ。 
 
２．観光の振興については、現行どおり新町に引き継ぐことを前提とし、その内容等の詳細については新町において調整する。 

 
秦荘町および愛知川町の現況 調整の具体的な内容 

項 目 秦荘町 愛知川町  

１ 
金 融 対 策 

 
① 小規模企業者小口簡易資金融資制度 
《融資対象》   
町内に１年以上住所および事業所を有し、保証
協会の保証対象業種に属する事業を引き続き１年
以上営んでいる者で、なおかつ町税完納者    

 
《融資の種類》 
 ア 運転資金（７５０万円限度） 
イ 設備資金（７５０万円限度） 

 
《協調預託金》 
 金融機関（３社）3,400,000円 
 
 
②小口簡易資金保証料補給金     6,187円 
 
③小口簡易資金損失補償金     712,196円 
 
④滋賀県信用保証協会出捐金    158,000円 
 
 
 ※金額はいずれも平成１５年度実績 

 
①小規模企業者小口簡易資金融資制度 
《融資対象》   
町内に１年以上住所および事業所を有し、保証協会
の保証対象業種に属する事業を引き続き１年以上営
んでいる者で、なおかつ町税完納者    

 
《融資の種類》 
 ア 運転資金（７５０万円限度） 
イ 設備資金（７５０万円限度） 

 
《協調預託金》 
 金融機関（３社）7,000,000円 
 
 
②小口簡易資金保証料補給金    243,127円 
 
③小口簡易資金損失補償金     1,096,252円 
        
④滋賀県信用保証協会出捐金     290,000円 
 
 
 ※金額はいずれも平成１５年度実績 

 
 小規模企業者小口簡易資金貸付制度は、滋賀県下統一の制度であり、現行ど
おり新町に引き継ぐ。 
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秦荘町・愛知川町合併協議会 調整方針 
協定項目番号 ２５－１３ 協定項目名 商工労働・観光関係事業の取扱いについて 

 
秦荘町および愛知川町の現況 調整の具体的な内容 

項 目 秦荘町 愛知川町  

２ 
観 光 の 振 興 

〔各種イベントの概要〕 
○はたしょうふれあい夏まつり 
開催場所：ラポール秦荘／実施主体：ふれあい
夏まつり実行委員会／事業内容：町民相互のふ
れあいをめざして、ステージショー・模擬店・
花火大会・抽選会を実施／事業期間：7月末の土
曜日／事業費：7,000 千円（町から実行委員会へ
委託） 

〔各種イベントの概要〕 
○るーぶるフェスタ 
開催場所：近江鉄道愛知川駅前／実施主体：町観光協会 
事業内容：「新たな出会いと交流を求め、地域の発展をめ
ざす」をテーマに、ステージイベント・模擬店・企画展
示などを実施／事業期間：６月第１日曜日／事業費：675
千円 
 

○愛知川祇園納涼祭花火大会 
開催場所：愛知川河川敷御幸橋付近／実施主体：愛知川
祇園奉賛会／事業内容：祇園神社の祭礼で湖東地域最古
の花火大会。約 3500 発の花火が打上げられる／事業期
間：毎年７月中旬／事業費：助成金 2,000 千円（町観光
協会から奉賛会へ） 
 

○中山道 66 番祭 
開催場所：役場前駐車場／実施主体：商工会青年部／事
業内容：中山道の宿場町として栄えた愛知川宿を今一度
見つめ直し、平成の愛知川宿を創り出すことをテーマに、
ステージイベント・模擬店・フリーマーケットなどを実
施／事業期間：毎年 10 月下旬の日曜日／事業費：助成金
1,650 千円（町観光協会から青年部へ） 
 

○ふるさと体験塾 
開催場所：愛知川町びんてまりの館／実施主体：ふるさ
と体験塾実行委員会／事業内容：びん細工手まりの体験
を通じて、愛知川らしさ、ふるさとのぬくもりを感じて
もらう／事業期間：9月～10 月（3日間連続）／事業費：
850 千円 
 

○フォトコンテスト 
開催場所：愛知川町内／実施主体：町観光協会／事業内
容：テーマを設け写真を募集・表彰／事業期間：毎年変
更／事業費：320 千円 
 

○愛知川町農遊フェスタ 
開催場所：愛知川町内／実施主体：農遊フェスタ実行委
員会／事業内容：農作業体験、農作物 PR、もちつき等／
事業期間：10 月下旬の日曜日／事業費：300 千円 

 
現行どおり新町に引き継ぐことを前提とし、その内容等の詳細につ
いては新町において調整する。 

 


